
あなたの給与収入 配偶者（※２） その他の扶養親族（※３）

（　）は所得金額 所得税 住民税 森林環境税 所得税・住民税 所得税・住民税

106.5万円（41.5万円）以下 非課税

106.5万円（41.5万円）超
　　107万円（42万円）以下

107万円（42万円）超
　　123万円（58万円）以下

123万円（58万円）超
　　160万円（95万円）以下

160万円（95万円）超
　　188万円（123万円）以下

188万円（123万円）超
　　201.5999万円（133万円）以下

なし

（※１）控除内容によっては非課税になる場合もあります。

（※２）配偶者の所得が1,000万円以上の場合は配偶者控除・配偶者特別控除とも適用することはできません。

（※３）16歳未満の扶養親族は、扶養控除の適用はありません。

（※４）大学生年代の子等（19歳以上23歳未満の親族）への特別控除となります。

※上記の表については、給与収入のみの場合です。

※社会保険の扶養の基準とは異なります。くわしくはお勤め先にお問い合わせください。

パート・アルバイトの給与収入と税金の目安(令和７年中収入分)
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非課税

非課税
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